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大規模地震災害時における地区内残留地区のビルでは、相当の期間入居者や臨時に収容

した避難者の滞留が想定される。当該ビルのビル管理組織は、厳しい状況の中にあっても、

被災状況の把握や応急修繕、危険が迫ればビル外退避の判断等、ビル所有者や入居者と連携

しながら様々な対応を行わなければならない。 

ビル管理組織が自社ビルの社内組織であれば、自組織外の社員の協力を得ることも可能

であろうが、契約により受託しているビル管理会社はどうなるのだろうか。ビルオーナーや

入居者が、ビル機能の復旧について要求するだけの「お客さま」になってしまうと、現場は

収拾がつかなくなる事態が生じる恐れもある。また、ビル管理要員が非常駐の場合には、経

路の安全確保ができない状況にもかかわらず駆け付け要請が殺到するのではないか。エレ

ベータ会社への閉じ込め対応の駆け付け要請も、同様の事象であろう。 

 

前述の地区内残留地区のビルでは、原則としてビルに留まらなければならない。よってビ

ル管理組織は、発災直後、直ちにビル管理要員の被災状況を確認したうえで、対応可能なビ

ル管理要員が手分けしてビル内の安全確認にあたる。 

建物の緊急点検を実施するための資料として、「大規模地震発生直後における施設管理者

等による建物の緊急点検に係る指針」が 2015年２月に内閣府（防災担当）から公表されて

いる。この指針では構造部材や天井等一部の非構造部材について、カルテやチェックシート

を利用した安全確認手順が示されている。建築の専門家でない施設管理者等でも、緊急かつ

応急的に短時間で判断することを目的として、事前の準備から発災後の対応まで時系列を

考慮してまとめられている。ただし、この指針では構造躯体と落下物の危険有無の判断まで

しか示されていない。 

 

ところで、ビル内の安全確認以前の問題として火災が発生した場合は、自動火災報知設備

の鳴動により入居者は退避を始める。幸運にも鎮火したとしても、消防隊員がすぐに駆け付

けられる状況ではないので、鎮火の状況確認をビル管理要員が自ら行わなければならない

と想定される。鎮火したように見えても不用意にドアを開けるとフラッシュオーバーする

ような危険な場合もあるので、どのように行動すべきか悩ましいのではないだろうか。通常

時の火災であれば、現場検証が終わるまで立ち入り禁止となることも想定されるが、大規模

地震災害の混乱の中では同様とはならない。屋外に避難した入居者は、いつまでも待機して
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いるわけにはいかない。事前の消防訓練等で消防署との連携を深めつつ、このような場合の

再入場手順について情報共有をしておくべきであろう。 

 

建物が構造的には安全で、落下物や延焼の危険は無いと判断されれば、一時の避難として

ビル内に戻ることは可能となる。しかし、避難者として数日滞留するためには、ビル管理要

員はほかの課題についても対応しなければならない。 

例えば、 

① ビル内の危険個所の確認と立ち入り制限等の措置 

② 再入場者（ビル外からの避難者含む）の屋外避難ルートが確保できていることの確認 

③ 避難者の人数把握（男女別、身障者滞留等の条件を含む） 

④ 共用部設備使用可否の確認と周知、修繕実施または手配 

⑤ 共用部生活必需物品の在庫状況把握と管理 

⑥ 専有部入居者の避難あるいは業務継続方針の把握 

⑦ 避難期間中のビル内生活ルール（共用部使用ルール）の策定、ビルオーナー・入居者と

の調整と周知 

⑧ ビル管理会社要員の勤務体制の確認と再編 

 思いつくままに記載してみたが、実際にはさらに多くの対応が必要ではないだろうか。ビ

ル毎の特性を踏まえて、ビルオーナーや入居者と協力の上、事前にできることは準備してお

かなければならない。事前準備を通じて一体感を醸成し、ともに避難生活を送ることができ

るコミュニティを形成していくべきである。 

 

 大規模なビルで防災管理者の配置義務がある場合は、地震等への対応を検討しなければ

ならない。ただし、この対応策は地震への備えと発災後の初期対応から使用再開までに主眼

を置いている。よって、使用再開後のビル内に一定期間滞留する避難生活については、計画

が手薄になっている可能性が高い。ましてや、防災管理者の配置義務のない中小規模のビル

では、地震への備え自体にも懸念がある。中小規模ビルにおいても、まず大規模ビルの消防

計画に準じて、使用再開までの手順を明らかにしておく必要がある。 

一定期間の滞留に備えた避難生活の方法について、ビル管理会社要員が手薄であれば、入

居者にも協力をお願いする部分があっても良いのではないか。食料の備蓄は入居者が行っ

ていても、飲食に伴い発生する廃棄物の移動や保管はビル管理会社に任せきりでよいのか。

立ち入り危険区域への入場規制などは、当該フロアの入居者に周知をお願いする方が確実

ではないか。様々な条件を事前に想定して、ビル管理会社と入居者の役割分担を決めておく

ことが有効である。入居者の協力を仰ぐことができれば、ビル管理会社要員はビルの機能維

持のためにより優先度の高い作業に専念することができる。 
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 ビル管理会社は、このような観点にもとづき本社および各駐在先事務所の BCP を作成し

なければならない。駐在先事務所が孤立することを避ける方法の検討が必須で、運悪く孤立

したとしても一定期間は現場所長の判断で業務を継続できる仕組みを準備しておく必要が

ある。現場での対応手順を整理しビルオーナーや入居者等関係者と調整されているビルは、

安全・安心という観点からビルの価値を高めることとなり、関係者全てにメリットをもたら

すものになると思う。 

 

（2020年 1月 14日 酒井 修） 
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